
法人税実務事例検討

完全支配関係のある子法人から資本剰余金の配当を

受けた場合の取扱い

新日本アーンストアンドヤング税理士法人

エグゼクティブディレクター 税理士 石田 昌朗

本事例における留意点

法人株主が子法人から資本剰余金の配当を受けたときは、税務上、資本の払戻しと取り扱わ

れ、利益積立金額から成る部分の金額はみなし配当、資本金等の額から成る部分の金額は有価

証券の譲渡対価となるが、その子法人と完全支配関係がある場合には、有価証券の譲渡損益は

計上されず、その譲渡損益に相当する金額は法人株主の資本金等の額が増減する。

事 例

当社は製造業を主たる事業とし、関連する複数の子会社を有しておりますが、その子会社の

うちＡ社（当社が発行済株式の100％を保有しております。）は、一般のサービス業を主たる

事業としていることから、当社の事業との関連性も薄いため、Ａ社株式を第三者へ譲渡するこ

ととなりました。

Ａ社は資本金６千万円であり、その他の資本剰余金４千万円と利益剰余金５千万円が留保さ

れていることから（税務上の資本金等の額は１億円、利益積立金額は５千万円です。）、Ａ社株

式の譲渡契約を締結する前に、Ａ社のその他の資本剰余金４千万円を配当として回収すること

としました。

なお、Ａ社は平成10年に資本剰余金２千万円を欠損金の補塡に使用しており、当社のＡ社

株式の帳簿価額は１億２千万円となっております。

Ａ社はサービス業であり設備資金等が必要でないこと及び多額の現預金を有していることか

ら、その他の資本剰余金から配当を支払うことについては、Ａ社でも了承しており、Ａ社の定

時株主総会において、その他の資本剰余金４千万円を配当として支払うことを決議しました。

その他の資本剰余金の配当を行った場合には、税務上、資本の払戻しとして配当とみなされ

る金額（みなし配当）と資本金等の額とを区分することになるとのことですが、完全支配関係

のある子法人からの資本の払戻しの場合は、どのように計算すればよろしいですか。
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【当社の会計処理】

現金預金 40,000,000円 ／ 子会社株式 40,000,000円

源泉所得税についての処理は省略致します。

本事例における法令等の検討

１ 発行法人について

平成18年度税制改正において、資本金

等の額は「法人が株主等から出資を受けた

金額」、利益積立金額は「法人の所得の金

額で留保している金額」と法人税法でそれ

ぞれの概念が明確化されました。そして、

その細目については政令で規定されました。

資本金等の額は、資本金の額又は出資金

の額と、前事業年度までの資本金の額又は

出資金の額以外の資本金等の額の増減額及

び当該事業年度の資本金の額又は出資金の

額以外の資本金等の額の増減額の合計額と

を合計した金額とされました（法法２十六、

法令８)。

また、利益積立金額は、前事業年度まで

の利益積立金額の増減額及び当該事業年度

の利益積立金額の増減額の合計額とされま

した（法法２十 、法令９)。

ところで、資本剰余金を原資とする剰余

金の配当を行う場合には、税務上は資本の

払戻しに該当するものとして取り扱われる

ことになります。

すなわち、「資本剰余金の額の減少に伴

う剰余金の配当で分割型分割によるもの以

外のもの」により金銭その他の資産を交付

した場合には、減少する資本金等の額（減

資資本金額）は次の算式により計算した金

額とされ、また、減少する利益積立金額は

その交付した金銭等の額から減資資本金額

を控除した金額とされました（法令８①十

六、９① )。

【減資資本金額の計算式】

資本の払戻しの直前の

資本金等の額
×

資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額
前事業年度末の簿価純資産価額（前事業年度末後に資本金等

の額等の変動があった場合には、これらを加減算した金額）

１ 分数に小数点以下３位未満の端数があるときは、これを切り上げます。

２ 分数が１を超える場合には、１とします。

なお、分母のかっこ書の「資本金等の額

等の変動があった場合には、これらを加減

算した金額」とは、前事業年度末からその

払戻し等の直前の時までの間に資本金等の

額又は利益積立金額が増加し、又は減少し

た場合、その増加した金額を加算し、その

減少した金額を減算することになります。
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２ 法人株主のみなし配当について

法人株主が発行法人の資本の払戻しによ

り金銭等の交付を受けた場合、その金銭等

の額がその発行法人の資本の払戻しに係る

株式又は出資に対応する部分の金額（資本

金等の額）を超えるときは、その超える部

分の金額がみなし配当の額となります

（法法24①三)。

このみなし配当の計算における資本金等

の額は、その資本の払戻しを行った法人

（払戻法人）のその払戻しの直前の払戻等

対応資本金額等に保有する株式の数の割合

を乗じることから、次の計算式により計算

した金額とされています（法令23①三)。

【株式又は出資に対応する部分の金額の計算式】

資本の払戻し

の直前の資本

金等の額

×

資本の払戻しにより減少した資

本剰余金の額
前事業年度末の簿価純資産価額

（前事業年度末後に資本金等の

額等の変動があった場合には、

これらを加減算した金額）

×

資本の払戻しの直前に有してい

た払戻法人の払戻し等に係る株

式の数
資本の払戻しの直前の発行済株

式（自己の株式を除く）の総数

１ 分数に小数点以下３位未満の端数があるときは、これを切り上げます。

２ 分数が１を超える場合には、１とします。

なお、資本剰余金の配当を行った法人の

減資資本金額と払戻等対応資本金額等は一

致することになります。

３ 法人株主の有価証券の譲渡損益の計

算

法人株主が発行法人の行った資本の払戻

しにより金銭等の交付を受けた場合には、

その交付を受けた金銭等のうちみなし配当

以外の部分は株式の譲渡対価として譲渡損

益の計算を行うことになります。

資本剰余金の配当の場合、株主の保有し

ている株式数についての変動はありません

が、払戻法人における簿価純資産に占める

資本の払戻しにより減少した資本剰余金の

額の割合（払戻割合）に対応する部分の金

額を譲渡原価として、有価証券の譲渡損益

を計上することになります（法法61の２

)。

【有価証券の譲渡原価の計算式】

払戻しの直前の有価証券

の帳簿価額
×

資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額
払戻法人における前事業年度末の簿価純資産価額（前事業

年度末後に資本金等の額等の変動があった場合には、これ

らを加減算した金額）

１ 分数に小数点以下３位未満の端数があるときは、これを切り上げます。

２ 分数が１を超える場合には、１とします。
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なお、払戻法人は、資本の払戻しを行っ

た場合には、法人株主に対してその払戻し

に係る払戻割合を通知しなければならない

こととされています（法令119の９②)。

４ 完全支配関係のある子法人株式の譲

渡損益

平成22年度税制改正により、法人株主

が、完全支配関係のある他の内国法人の法

人税法第24条第１項各号（配当等の額と

みなす金額）に掲げる事由により金銭その

他の資産の交付を受けた場合には、その有

価証券の譲渡対価の金額を譲渡原価に相当

する金額とされ（法法61の２ ）、その有

価証券の譲渡損益は計上されないこととな

りました。

また、みなし配当の金額とその譲渡対価

とみなされる金額（譲渡原価）の合計金額

から交付を受けた金銭等の額を減算した金

額については、法人株主の資本金等の額か

ら減算することになりました（法令８①十

九)。

なお、これらの改正は平成22年10月１

日以後に生じるみなし配当の発生事由につ

いて適用されることとなります（改正法附

則21、改正法令附則４②、13②)。

５ 資本剰余金の配当を受けた場合の課税関係

区 分 法人株主

完全支配関係あり

譲渡損益の計上なし

（法人株主の資本金等の額で調整）

受取配当等の全額が益金不算入

完全支配関係なし

譲渡損益を計上

受取配当は益金不算入

（負債利子控除あり）

本事例における取扱いの検討

１ 払戻法人であるＡ社の計算

本件の場合、Ａ社の資本剰余金の配当４

千万円については、税務上、減資資本金額

と利益積立金額をどのように計算するのか

ということになりますが、上記Ⅰ１の発行

法人の減資資本金額の計算式に従って、Ａ

社の減資資本金額を計算することとなりま

す。

そうすると、資本の払戻しにより減少し

た資本剰余金の額は40,000,000円であり、

前事業年度末の簿価純資産価額は

150,000,000円ですので、払戻し割合は

0.2666…と計算されますが、小数点以下３

位未満を切り上げて0.267となります。

したがって、減資資本金額は、資本の払

戻しの直前の資本金等の額100,000,000円

に払戻割合である0.267を乗じて算出され

た26,700,000円となります。

よって、その他の資本剰余金の減少に伴

Ⅱ
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って交付された40,000,000円から減資資

本 金 額 26,700,000円 を 控 除 し た

13,300,000円が払戻法人であるＡ社の資

本の払戻しに係る利益積立金額の減少額と

なります。

２ 法人株主である貴社の計算

本件の場合、資本の払戻しに係る払戻割

合は0.267であることから、法人株主であ

る貴社のＡ社株式の帳簿価額120,000,000

円に払戻割合である0.267を乗じて算出さ

れた32,040,000円がＡ社株式（有価証券）

の譲渡原価となります。

また、譲渡対価は払戻法人の減資資本金

額26,700,000円に払戻法人の発行済株式

の総数の保有割合を乗じて計算されますが、

貴社が払戻法人であるＡ社の発行済株式の

すべてを保有していることから、保有割合

は１となり、譲渡対価は26,700,000円と

なります。

ところで、貴社はＡ社株式の100％を保

有していることから、貴社とＡ社との間に

は完全支配関係があります。この場合、Ａ

社の資本の払戻しに係る有価証券の譲渡対

価の金額は、上記Ⅰ４のとおり、株主であ

る貴社の譲渡原価の額とみなされることか

ら、Ａ社のその他の資本剰余金の配当に伴

うＡ社株式の譲渡損益は生じないこととな

ります。

そして、みなし配当の金額13,300,000

円とその譲渡対価とみなされる金額（譲渡

原価）32,040,000円の合計金額である

45,340,000円から交付を受けた金銭等の

額40,000,000円を減算した5,340,000円

（13,300,000円＋32,040,000円 ―

40,000,000円＝5,340,000円）が、法人株

主である貴社の資本金等の額から減算され

ることになります。

なお、みなし配当の金額は、交付金銭等

の額40,000,000円から減資資本金額

26,700,000円を控除した13,300,000円と

なり、完全子法人株式等に係るものである

ことから、その全額が受取配当等の益金不

算入となります（法法23①④)。
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貸借対照表（Ａ社） 法人税法（Ａ社）

資本金 60,000,000円

その他の資本剰余金 40,000,000円

資本金等の額 100,000,000円

利益剰余金 50,000,000円 利益積立金額 50,000,000円

合計 150,000,000円 合計 150,000,000円

（Ａ社）

【会計処理】

その他の資本剰余金 40,000,000円 ／ 現金預金 40,000,000円

【税務処理】

資本金等の額 26,700,000円 ／ 現金預金 40,000,000円

利益積立金額 13,300,000円 ／

【税務修正】

利益積立金額 13,300,000円 ／ 資本金等の額 13,300,000円

（貴社）

【会計処理】

現金預金 40,000,000円 ／ Ａ社株式 40,000,000円

【税務処理】

現金預金 40,000,000円 ／ みなし配当 13,300,000円

／ （Ａ社株式 26,700,000円）

資本金等の額 5,340,000円 ／ （Ａ社株式 5,340,000円）

（譲渡損に相当する金額） ／ Ａ社株式 32,040,000円

内容理解のためＡ社株式をかっこ書で分けて仕訳表示しています

【税務修正】

（Ａ社株式 13,300,000円）／ みなし配当 13,300,000円

資本金等の額 5,340,000円 ／ （Ａ社株式 5,340,000円）

Ａ社株式 7,960,000円

内容理解のためA社株式をかっこ書で分けて仕訳表示しています
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貴社の申告調整>

【別表４】

１ 完全子法人株式等に係るみなし配当の金額13,300,000円はその金額が益金不算入

となります。

２ Ａ社株式譲渡損に相当する5,340,000円を減算しますが、同額を損金不算入として

加算します。

【別表５⑴】

Ａ社株式の会計上の帳簿価額80,000,000円に7,960,000円を加算した87,960,000円

が税務上の帳簿価額となります。
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Ａ社株式譲渡損に相当する5,340,000円が株主である貴社の資本金等の額から減算さ

れることになります。

【完全支配関係のある子法人からの資本剰余金の配当の概要図】

※ 平成21年11月23日付本紙第6094号『資本剰余金からの配当と利益剰余金からの配当を

同時に行う場合の取扱い』、平成22年３月29日付本紙第6111号『平成13年度税制改正前

に欠損金の補てんに使用した資本準備金（資本積立金額）がある場合の資本金等の額の計算

について』も併せて参照してください。

(了)
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